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問い合わせ　人権政策課　人権・同和政策係（☎内線443・474）

同和問題の早期解決をめざして、国では部落差別のない社会を実現することを目的とした「部落差別の解

消の推進に関する法律」が平成28年12月に施行されました。この法律をふまえ、福岡県は本年３月に「福岡県

部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。また、福岡県では毎年７月を「同和問題啓発強調月

間」と定め、各地でさまざまな行事や啓発イベントなどを実施し、差別をなくす取り組みを行っています。

この機会に、ご自分の人権意識を育むためにも、積極的に参加してみませんか。
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